
野田市職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

令和７年１２月１７日 

 

野田市長  鈴 木  有 



野田市規則第６１号 

 

野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 

野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（昭和６０年野

田市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１清掃管理課に勤務する職員の項焼却業務に従事する二交替制の職員 

   「 

の目中 

(1) 午前６時１ 

５分から午後 

３時まで 

午前１０時

１５分から

午前１１時

１５分まで 
 を 

(2) 午後１時３

０分から午後 

１０時１５分 

まで 

午後５時３

０分から午

後６時３０

分まで 

                  」 

「 

(1) 午前６時か

ら午後２時４ 

５分まで 

午前１０時

から午前１

１時まで 

に改め、同表保育所に勤務する職員の項 (2) 午後１時１

５分から午後 

１０時まで 

午後５時１

５分から午

後６時１５

分まで 

                」 

保育に従事する職員の目中「午前７時から午後３時４５分まで」を「午前６時

４５分から午後３時３０分まで」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 


